
労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案について 
（二次健康診断等給付の見直し関係） 

 
 
１ 趣旨 

 労働安全衛生法に基づく定期健康診断等（以下「定期健康診断等」という。）

については、「高齢者の医療の確保に関する法律」において、医療保険者に特定

健康診査・特定保健指導を行なうことが義務づけられ、その参考とする「標準的

な健診・保健指導プログラム」がとりまとめられたことを踏まえ、作業関連疾患

である脳・心臓疾患に適切に対応するという観点から、定期健康診断等の検査項

目を見直す労働安全衛生規則等の改正が行われたところ。（平成１９年７月６日

公布、平成２０年４月１日施行） 

 これに伴い、定期健康診断等の結果の一部を要件として給付を行う労働者災害

補償保険法に基づく二次健康診断等給付についても、所要の改正を行うものであ

る。 

 

 

２ 改正内容 
（１）二次健康診断等給付の対象者条件について 

① 「血清総コレステロールの量の検査」に代えて、「低比重リポ蛋白コレス

テロール（ＬＤＬコレステロール）の量の検査」とする。 

② 「ＢＭＩの測定」を「腹囲の検査又はＢＭＩの測定」に改めること。 

（２）二次健康診断の検査項目について 

「血清総コレステロールの量の検査」に代えて、「低比重リポ蛋白コレステロ

ール（ＬＤＬコレステロール）の量の検査」とする。 

 

 

３ 施行日 
平成２０年４月１日 



二次健康診断等給付の支給実績について 

 

 

年 度 支 給 件 数 支 給 額 

平成１３年度 ３，１８７件 ９１，２６５，５７７円 

平成１４年度 １０，６３３件 ３００，７６９，１７０円 

平成１５年度 １２，６０６件 ３５７，０２１，４８５円 

平成１６年度 １５，６８７件 ４４８，１６８，８４２円 

平成１７年度 １６，５１８件 ４７３，７１６，５９８円 

平成１８年度 １９，２９２件 ５５７，７５１，７２６円 

                         

 

○ 平成１４年度から平成１８年度までの労災保険適用事業場における労働者

数の平均である４８，９１２，２８２人中、脳・心臓疾患により労災認定さ

れた人は１，６１０人（U０．００３３％U）であった。 

 

○ このうち、平成１４年度から平成１８年度までに二次健康診断等給付を受

給した労働者５７，３１１人中、二次健康診断等給付受給後に、脳・心臓疾

患により労災認定された人は２人（U０.００３５％U）であった。 

 

※ 複数の危険因子が合併するとリスクが急速に上昇し、特に、肥満、高血圧、高

脂血症、高血糖の４つを併せ持つと相対リスクは１３．３倍になるとされている。

（労働省作業関連疾患総合対策研究（１９９５：主任研究者 松沢佑次）） 

 

 

＜脳・心臓疾患による労災認定件数＞ 

平成１４年度 ３１７件 

平成１５年度 ３１４件 

平成１６年度 ２９４件    計１，６１０件 

平成１７年度 ３３０件 

平成１８年度 ３５５件 



○ 労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）（抄） 

 

第二十六条 二次健康診断等給付は、HT労働安全衛生法TH（昭和四十七年法律第五十七号）

HT第六十六条第一項 THの規定による健康診断又は当該健康診断に係る HT同条第五項 TH ただ

し書の規定による健康診断のうち、直近のもの（以下この項において「一次健康診

断」という。）において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾

患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令

で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項

目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者（当該一次健康診断の結

果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる

ものを除く。）に対し、その請求に基づいて行う。  

２ 二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。  

一 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査（前項に規定する検査を除

く。）であつて厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断（一年度に

つき一回に限る。以下この節において「二次健康診断」という。）  

二 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るた

め、面接により行われる医師又は保健師による保健指導（二次健康診断ごとに一

回に限る。次項において「特定保健指導」という。）  

３ 政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の

症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指

導を行わないものとする。  

 

 

○ 労働者災害補償保険法施行規則（昭和３０年労働省令第２２号）（抄） 

 
第十八条の十六 HT法第二十六条第一項 THの厚生労働省令で定める検査は、次のとおりと

する。  
一 血圧の測定  
二 血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロール（ＨＤＬコレステロー

ル）又は血清トリグリセライドの量の検査  
三 血糖検査  
四 ＢＭＩ（次の算式により算出した値をいう。）の測定   

ＢＭＩ＝体重（ｋｇ）÷身長（ｍ）の二乗  
２ HT法第二十六条第二項第一号 THの厚生労働省令で定める検査は、次のとおりとする。  
一 空腹時の血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロール（ＨＤＬコレ

ステロール）及び血清トリグリセライドの量の検査  
二 空腹時の血中グルコースの量の検査  
三 ヘモグロビンＡ一ｃ検査（一次健康診断（ HT法第二十六条第一項 TH に規定する一

次健康診断をいう。以下同じ。）において当該検査を行つた場合を除く。）  
四 負荷心電図検査又は胸部超音波検査  
五 頸部超音波検査  
六 微量アルブミン尿検査（一次健康診断における尿中の蛋白の有無の検査におい

て疑陽性（±）又は弱陽性（＋）の所見があると診断された場合に限る。）  
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